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8 ．会議の概要

（異議なし）

  それでは指名いたします。

１番 増田一幸委員、２番大越君雄委員のご両人にお願いします。

なお、本委員会への欠席については、５番　濱野一郎委員より出さ

れております。

ただちに議案審議に入ります。

議　長 ただ今から、６月定例農業委員会を開会いたします。

出席委員は、９名で定足数に達しており総会は成立しております。

それでは日程に従いまして、羽生市農業委員会会議規則第１２条第

２項に規定する議事録署名委員を議長より指名選任いたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

号３００号から３０６号の農地法に基づく農地転用許可の検討事項

について、ご説明いたします。はじめに、受付番号３００号、３０

１号、３０４号から３０６号の農地の区分については、住宅等が連

担している区域に近接する農地で、その規模が概ね１０ヘクタール

未満である「第２種農地」と判断しました。また、受付番号３０２

（議案第１号） 議案第１号　農地法第５条の規定による許可申請についてを議題と

いたします。事務局からの説明後、担当委員の調査結果報告をお願

いします。

事務局より説明いたします。

議案第１号　農地法第５条の規定による許可申請について、受付番

しい場所で、周辺は、すでに太陽光発電施設が建ち並ぶなど、好立

地な場所とのことです。このことから、太陽光発電施設の設置を考

えたところ、譲渡人の了解を得られたことから今回、申請するもの

です。３０１号では、譲受人は、群馬県館林市に事務所を置き、平

成２９年から主に太陽光発電事業を行っている法人です。申請農地

は、農地の広がりがなく集積の困難な場所となっています。また、

号及び３０３号の農地の区分については、農業振興地域内にある農

用地区域の農地で通称：青地となっています。はじめに、受付番号

３００号及び３０１号では、太陽光発電施設を設けるものです。３

００号では、譲受人は、本庄市に事務所を置き、昭和４７年から主

に電気工事業を行っている法人で、近年では、太陽光発電事業にも

取り組んでいる法人です。申請地は、農地の広がりがなく集積の難

周辺は、太陽光を遮る高い建物もなく、採算性も十分にあることか

事務局



明いたします。譲受人は、市内に事務所を置き、平成２０年から主

に土木工事業を行っている法人です。３０２号では砂利採取、３０

３号では砂利採取に伴う資材置き場敷としての一時転用の申請とな

っています。申請農地は、以前、平成３０年１２月に砂利採取で受

付した場所と同じで、以前、砂利採取を行った場所を資材置場敷き

で、資材置き場敷としたところを、今回、砂利採取場所として申請

ら、太陽光発電施設の設置を考えたところ、譲渡人の了解を得られ

たことから今回、申請するものです。なお、２つの案件とも施設の

周囲をフェンスで囲い安全確保に努め、土地の維持管理等、周辺住

民に迷惑のかからないように行うものとなっています。受付番号３

０２号及び３０３号については、関連があることから、一括して説

とです。申請農地は、実家のすぐ南側に位置し、周辺には、国道や

大型ショッピングモールがあるなど、とても住環境が良いとのこと

です。このことから、譲渡人である母親に相談したところ、建築す

ることの了解を得られたことから、今回申請するものです。３０５

号では、譲受人は夫婦で、現在、　　　のアパートで子供と３人で

暮らしています。しかしながら、子供が成長するにつれ、今の住ま

するものです。また、譲受人は、地元自治会長、農家組合長、陸田

組合理事長等に説明を行っており、工事の実施について、同意書が

添付されています。受付番号３０４号及び３０５号では、自己用住

宅を設けるものです。３０４号では、譲受人は夫婦で、譲渡人は、

夫の母親となります。譲受人は現在、　　　のアパートで暮らして

いますが、子供も生まれ、今の住まいでは手狭になっているとのこ

事務所を置き、平成１５年から主にコインランドリーの経営等を行

っている法人です。譲受人は現在、市内に２店舗、加須市に１店舗

を経営しています。業務の経営には、洗濯機や乾燥機などの修理や

部品の確保、新しい機械を入れるための保管場所が必要不可欠との

ことです。しかしながら、現在、市内で２か所の倉庫を借り上げて

対応していますが、年々、クリーニング機械が増加していることや、

いでは手狭になっていることから、自分たちの住宅の建築を考えて

いました。申請農地は、既存住宅に介在し、近くには、　　小学校

や、羽生駅、大型ショッピングモールがあるなど、とても住環境が

良い場所とのことです。今回、妻の両親・妹と２世帯住宅の建築を

考えたところ、譲渡人の了解を得られたことから、自己用住宅敷と

して申請するものです。受付番号３０６号では、譲受人は、市内に

今後予定している店舗改修のための機械保管場所の確保等から、手

狭になっているとのことです。申請農地は、



の外、資力及び信用や申請に係る用途に遅滞なく供することの確実

性等についても、問題ないと考えています。

以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

受付番号３００号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

　に位置し、工業専用地域に指定された場所で、倉庫の建築が可能

な場所となっています。このことから、倉庫の建築を考えていたと

ころ、譲渡人の了解を得られたことから、今回申請するものです。

また、各号とも農地の区分及び転用目的は問題ないと考えます。そ

設置により電力の売電業務を会社の経営業務に取り込み営業してお

ります。すでに何ケ所か施設の設置により売電業務も順調に利益を

得ることが出来ております。今回、申請土地の所有者は今まで農地

として近隣の人に耕作を依頼しておりましたが、年齢的に耕作に無

理が出てきたことと隣接が太陽光発電の施設が設置されており耕作

に支障があることで耕作者から地主へ返却されてしまい、農地とし

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私どもの会社は、電気工事の請負を中心に営業してまいりましたが、

近年では、太陽光発電施設の工事の受注が増加してまいりました。

そこで私どもの会社でも土地購入・賃貸借による太陽光発電施設の

も遮るものもなく、太陽光発電施設敷地には適していると思いこの

度の農地転用許可申請に至ります。なお、設置に当たり外部からの

侵入者を防ぐため、フェンスの設置など近隣の農地・宅地に迷惑を

かけないよう十分注意を致します。近隣からの苦情などは私どもの

会社にて責任をもって対応致します。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

て借りてくれる方を探しておりましたが見つかりませんし、耕作を

しないと雑草もすぐ生えてしまい、近隣の土地の所有者に迷惑をか

けてしまいます。土地の有効活用として今回の売買による太陽光発

電施設の設置により双方の希望が叶うこともあり、施設の管理も設

置業者で管理をして頂くことも出来るとのことで防犯の面でも助か

ります。土地の形状は、整形地の為面積も程よく確保され、日差し

受付番号３０１号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

３番

３番



当該事業を行う条件として当社では、日当たりの良いこと、電柱

（系統連系点）に近いこと、保守、管理の観点から自社から交通の

便の良いこと、隣接地に影響がないように設置工事が行えること、

以上を満たす必要があり、すべての条件をクリアしている当該地を

選定致しました。申請地の面積は　　　㎡あり、太陽光発電システ

ムを設置するのに、採算性を考慮すると、１１３．４ｋｗ可能なシ

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

を土塁施工いたします。万一被害を及ぼすようなことが生じた場合

には使用者の責任において対処し他に迷惑をかけることはいたしま

せん。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号３０２号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

ステム容量が設置可能です。スクリュー杭で架台を設置し、モジュ

ールを配置するため、通風、日照、排水等あらゆる被害の影響は起

こらないと想定できます。また、周囲にはフェンスを設置し危険防

止をいたします。申請地は不陸整正施工をおこない、雨水を敷地内

で自然浸透により処理させ、かつ、外部に流出させないように周囲

９番

大きい道路に接しており大型車両を搬入することが出来る。前回、

同土地を一時転用して事業をさせていただいた。その時の対応が良

く土地所有者の理解が得られた。雨水は敷地内に浸透させる。汚水

は敷地内に仮設トイレを設置して排水しない。雑排水は発生しない。

工事期間は第三者の侵入を防ぐため、工事区域を防護柵で囲う。埼

玉県盛土切土条例に則った法面施工をする。掘削時わき水が出た場

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

申請土地地域は良質な川砂が取れる。土地所有者及び隣接土地所有

者の砂採取事業の理解が取れた。付近に田がなく取水に影響がない。

合の排水は、砂沈殿槽を介して市道排水側溝へ排水する。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号３０３号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

９番



類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

弊社は羽生市　　　　　　　　　で主に建設素材を販売しておりま

す。今回地主様とご縁があり、羽生市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　において、隣接して

の水の放流のために排水管を通し砂沈殿槽を置くことができます。

放流許可を頂いている市道　　　　号線の側溝へ放流することがで

きるようになります。是非、この土地を利用したいと思いますので、

なにとぞ、ご配慮賜りご許可下されますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号３０４号について調査報告いたします。

いる砂採取現場の搬入出通路及び土砂等の仮置場として使用させて

いただく運びになりました。本申請地を利用させていただければ砂

採取現場より出た表土を一時仮置きできて、砂をストックすること

ができます。また、市道　　　　号線とも接道しており大型ダンプ

の搬入出ができます。大型ダンプの待機場としても使うことができ

ます。砂採取場は掘削するため、湧き水が出る場合があります。そ

現在、　　　の賃貸住宅に居住しております。子供も生まれ、これ

からの生活状況のことを考えると現在の住居では手狭なため新居を

建築したいと考えましたが、私たちの所有する土地はないため相談

したところ、家族が所有する土地に住まいを建てることを快く承諾

してくれました。必要最小限面積３００㎡以上の土地で不整形又は

傾斜地でもなく道路、排水先の整備も整っており、実家の近くとい

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

計画を致しました。私どもの事情をご理解いただき、寛大な処置を

うけられますようよろしくお願いいたします。

うこともあり生まれ育った環境も良いこの土地に住宅を建てる計画

をしました。現在、車を２台所有しているため、２台分の駐車スペ

ース、来客用の駐車スペース、子供の遊び場や洗濯スペースを考慮

するとこの程度の規模が必要となり、また、南側道路は

　からの帰り道で休日は交通量も多く、渋滞をするため、プライバ

シーや視線に配慮し、可能な限り道路より話した位置に建物の配置

９番



以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号３０５号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

緒に二世帯住宅の建築を計画しています。元々、私たち夫婦は羽生

市の出身ですのでこの土地を選定し、申請に至りました。私達には

ほかに建築できる土地・建物はありません。何卒、許可して頂けま

すようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号３０６号について調査報告いたします。

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私達は現在、借家に住んでいます。子供が生まれ成長するとともに

手狭になってきたこともあり、独立して　　　　　　両親と妹と一

数が増えておりまして、満杯になりつつあります。また、近年は同

業のコインランドリー店も増えており、集客競争も厳しくなってお

羽生市内２店舗、加須市内１店舗、計３店舗を直営にて業務展開を

行っております。さらに受託業務として、店舗清掃や店内販売品の

補充等のコインランドリーの管理・運営を受託しております。特に

業務用洗濯機・乾燥機が故障した場合、速やかに予備機への入れ替

えが必要です。この予備機の保管場所の確保と共に故障機器につい

ては、修理までの間の一時保管場所と故障機器の修理に向けた部品

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

当社　　　　　　　　　　の主な業務内容は、コインランドリーを

１１番

５番

りますことから、ここ数年の内には、店舗改装を行う予定としてお

り、この店舗改修に向けた一時仮置き場も必要となります。このこ

とから、今回不足が見込まれる保管場所の確保に向けた自己用倉庫

を建築したく今回の申請に至った次第です。なお、建築予定の自己

用倉庫は、コインランドリーに設置する業務用の洗濯機・同乾燥機

取りのための同故障機器の保管を行っています。このため、羽生市

内の大字岩瀬地内と同大字手子林地内の倉庫を借上げて、業務に対

応しておりますが、この倉庫も年々業務用洗濯機や同乾燥機の保管



議案第２号　農用地利用集積計画（案）についてご説明いたします。

農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法に基づいて行われ

ただいま議題となっている議案第１号農地法第５条の規定による許

可申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付するこ

とに賛成の委員は「挙手」願います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第１号　農地法第５条の規定による

許可申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付する

ません。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

以上で、担当委員及び事務局からの報告、説明が終わりました。た

だいまの報告及び説明に対し、ご質疑　ご発言を願います。

（発言なし）　

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

以上で、事務局の報告が終わりました。ただいまの報告に対し、ご

質疑、ご発言を願います。

（発言なし）　

　２９，７１６㎡　畑　合計　２９，７１６㎡となっております。

以上で、議案第２号　農用地利用集積計画(案)についての説明を終

了させていただきます。

には、合計が記載されたいます。新規設定として１０件、面積　田

るもので、農地の貸し借りが安心してできる仕組みです。これは、

規模拡大を図ろうとする農家と規模縮小等を考える農家との間に市

が入り、利用権の期間などを定め、安心して農地の貸借等を行える

ようにするものです。農業経営基盤強化促進法では、農用地利用集

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

議　長

（議案第２号）

事務局

ことに決定いたします。

続きまして、議案第２号　農地利用集積計画（案）についてを議題

といたします。事務局からの報告をお願いします。

事務局より説明いたします。

や周辺機器を一時仮置きする倉庫であり、修理等は行う予定はあり

議　長

積計画は、農業委員会の決定を得て、市長が定めるものとなってお

り、今回の議案事項となっております。それでは、議案第２号につ

いてご説明いたします。この計画は、埼玉県農地中間管理機構に賃

借権を設定する計画（案）となっています。表の見方といたしまし

て、左上から「譲受人氏名」、「譲受人住所」「所有者名」と続き、

最後は「地目」、「面積」と対象農地の情報となります。票の右下



とおり決定し、市長に答申したいと存じます。

続きまして、議案第３号　農用地利用配分計画（案）についてを議

題といたします。事務局の報告をお願いします。

議案第３号　農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたしま

す。この、農用地利用配分計画は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１９条第３項の規定により、配分計画を作成する場合は、

ただいま議題となっている議案第２号農地利用集積計画（案）につ

いては、事務局の報告のとおり、決定することに賛成の委員は、

「挙手」願います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第２号については、事務局の報告の

現在の賃借権の設定を受けている者として「左の土地について現に

農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けている者」となり、現

在は、賃借権の設定等を受けているものがいないため、空欄となっ

ています。一番右側が、農地の貸し借りの詳細として「設定する権

利」が記載されています。「賃借権の設定等を受ける者」について

は、中間管理機構の公募に対して、応募をされている方となってい

「市は、農業委員会の意見を聞く」ということから、今回の議案事

項となっております。５ページをご覧いただきたいと思います。表

の見方ですが、一番左側から、農地中間管理機構から農地を借受け

る方として「賃借権の設定等を受ける者」、その右側が借受ける農

地の情報で「賃借権の設定等を受ける土地」と続き、さらに右側が

し借りが設定されます。期間的には、県の審査期間が４０日間、配

分計画の縦覧期間が１４日間となっていることから、９月１日に、

賃借権が設定される予定となっております。以上で、議案第３号　

農用地利用配分計画（案）についての説明を終了させていただきま

す。

ます。今回は、三田ヶ谷地区の観光農園地域で耕作を行う法人の方

となっています。「賃借権の設定等を受ける土地」については、先

ほどの議案第２号の農地利用集積計画（案）で中間管理機構に対し

て、利用権の設定を行っている農地となっています。今後の流れで

すが、この配分計画（案）について、農業委員会は、意見を市に報

告し、市はその意見を聞き、この配分計画（案）を中間管理機構へ

（議案第３号）

事務局

議　長 以上で、事務局の報告が終わりました。ただいまの報告に対し、ご

質疑、ご発言を願います。

（発言なし）　

回答します。その後、埼玉県知事が認可、公告することで農地の貸



９番 受付番号１４０号について、調査報告を致します。

予するというものです。また、この農地の利用状況の確認について

ですが、これは、相続された農地について、相続税の納付の猶予を

受けていた土地が、２０年間、農業経営を継続していた場合には、

相続税の納付について、免除が受けられることから、農地の利用状

況について確認を行うというものです。今回、行田税務署からの依

頼を受け、利用状況を確認するため、担当地区の農業委員様へ現地

状況の確認についてを議題といたします。事務局からの説明後、担

当委員の調査結果報告をお願いします。

議案第４号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

について、ご説明いたします。相続税の納税猶予ですが、これは、

農地を相続により取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業

を営む場合、一定の条件はありますが、農地に対応する相続税を猶

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

また、申請地の利用状況を確認したところ、水田及び畑として利用

していたことを、ご報告いたします。以上でありますので、ご審議

のほど、よろしくお願い致します。

以上で、担当委員及び事務局からの報告・説明が終わりました。た

だいまの報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

調査をお願いし、また、事務局に置いても耕作していることの現地

確認をしてまいりました。農業委員会として、この調査・報告を受

け、現在の農地の利用状況について税務署へ回答を行うというもの

です。以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

（発言なし）　

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

それでは、議案第４号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用

状況の確認について、同意することに賛成の委員は、「挙手」願い

ます。

（挙手全員）　

（議案第４号）

について、事務局の報告のとおり、同意することに賛成の委員は

「挙手」願います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、農用地利用配分計画（案）については、

同意することに決定いたします。

引き続き、議案第４号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第３号　　農用地利用配分計画（案）

事務局

議　長



 

挙手全員でありますので、議案第４号については、同意することに

決定し、行田税務署へ確認書を提出いたします。

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。続いて、事務局より

諸報告等がありますので、お聞き取り願います。

報告事項１　農地法第４条第１項第８号の規定による届出書の確認

についてでございますが、これは市街化区域内農地を自己用として、

についてでございますが、これは市街化区域内農地の、権利の移転

が伴う転用を行う場合に届出を行ものです。市街化区域内農地の転

用については、許可をするのではなく、受理したことの証明を通知

します。従いまして、委員様の調査も審議もございませんので報告

とさせて頂いています。ご覧のとおり住宅敷拡張として１件ござい

ました。ご確認の程、宜しくお願いします。

転用を行う場合に届出をするものです。市街化区域内農地の転用に

ついては、許可するのではなく、受理したことの証明を通知します。

従いまして、委員様の調査も審議もございませんので報告とさせて

頂いています。ご覧のとおり住宅敷として１件ございました。ご確

認の程、宜しくお願いします。

報告事項２　農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の確認

などの農地改良は、県知事許可ではなく、農業委員会への届出を行

うものとなっているものです。ご覧のとおり１件ございました。農

地改良における届出ではありますが、違反転用の監視ということで、

地域の担当委員様へ調査をお願いし、確認をしていただいておりま

すので、受付番号２７９号につきまして、地区担当の金子委員様よ

報告事項３　農地法第１８条第６項の規定による通知についてでご

ざいますが、これは農地法及び利用権設定（等促進事業）に係る合

意の解約となりますが、９件ございました。ご確認の程、宜しくお

願いします。

報告事項４  農地の改良に係る届出書の確認についてでございます

が、これは、農地改良面積１０００㎡未満で工事期間が一カ月以内

ための一時転用ではないことを確認しました。添付書類等に間違い

りご報告につきまして、よろしくお願いいたします。

受付番号２７９号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

申請事由についてですが周辺農地に比べて土地が低く、雨水がたま

ってしまい、耕作不能状態だったため、今回農地改良を行うもので

す。申請者に確認したところ、農地改良後については畑として利用

事務局

１１番

し野菜を作付するとのことです。また、施工業者には、残土処分の



 

　

 　　　　　上記会議のてん末を記載し、その相違のないことを証するため、

　ここに署名する。

会    長

署名委員

署名委員

がないことを報告いたします。以上、報告を終了させていただきま

す。

報告事項５　農地法の規定による許可一覧について（５月分）でご

ざいますが、これは県知事許可となりました案件の５月分でござい

事務局

議　長

令和２年 ６月 ２４日

　以上で、本日の全日程を終了いたしました。

　これにて、閉会といたします。

　②　農地相談会について

　③　農業委員会の事業計画について

　④　利用権設定の申し込みについて

　⑤　令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

　　　令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

（発言なし）

ます。右側の備考欄をご覧頂きたいと思いますが、５条が１２件ご

ざいました。関係なされました委員様におかれましては、資料の整

理の程、宜しく、お願いいたします。

以上で、議案に関係します報告事項を終了させて頂きます。

続きまして、

　①　７月の定例農業委員会の日程について


